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棟E事件につき，溢It l立，本目。下E仰者を不起訴処分とした.
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1 9'盆塞量鑑査
且L企盈皇室o>w，

被告発人(不鮮) 1広東京地方検嘱Itにおいて職務に従事するもので

あるが，間停が不盆僻担骨とし危Af忌巴闘する政治資金規正法違E事件

1=ついて，その膏査を符う東京銃五債務審査会に対し.不起僚を担当と



する判断の被犯となり得る証拠を嫁更に陣外する ζ とによって， 間検11

・3長会が「誼働相当j の圃2たを符う可能性釜高めようと金て.不短銃記

録の中から，検察官がいわゆるゼネコン聞係者同対して持った取圃ぺの

値果について. r A植民に対して軍'険金を供与したことはない」などの
侠誼内容であった旨繍告する後査報告審等を不起i1i1i!録から除外して間

線事審査会に量付することにより ， 不起訴配骨に含まれる章ての証鍵に

釜づいて適正Iこ符われるべき倹積書査会の審査をf 一却の証纏のみに基

づいて不適正に符われるよう r= し.もって偽貯により集積を脂容した.

詬 I!.盆鑑皐
犠告鎗人氏名不詳不起修処分{鯵屍なし}

? ....右四俗文.作lIIt・聞行使

弘主盈車車02.Ji5'
被告尭入国代政弘，岡佐久間置後.問木村匡良及び同驚薗睡樽は， 共

謀の上. J使宜地方検察庁が不起訴処分を待ったA氏に対する政治資金銭

"，1量豊臣事件伝聞し，東京第主検11.査会が『起解相当J の畢決をした

ζ とを受け，岡移件の再担査のー環として，平lIIt22年5月 17a. B氏の

取圃ぺを符い， その鎗果 e. 11査線告書として間庁骨別観棄部長等に帽

告するに当たり 待使の目的で， 同人が取圃ペで供述 した恵突がないの

に，同人が

① 「訟が IA先生は一切聞係ありません』と量い唖ったら，検事から，

『あなたは1 1 万人以ょの量敏毘に支待されて国会掴員になったんでし

ょ . Aの穂書という理由ではな<. 8 r=期待して園敢に送り出したは

ずです固それなのに。ヤクザの手下が輯分を守るためにウツをつ〈の

と同じようなことをしたら，遺単島を直切る こ とになりますよ. J と { 

言われたんですよね.ζれは結編効いたんですよ.纏えきれな〈なっ

て. A先生に緑台L内 了承も得ましたって倍したんですよね.J

③ 『いろいろ脅えても，今まで供述して調書にした こ とは事量ですか

ら.否定しません圃これまでの供述を維持するという こ とで問書にし

てもらって眉需です.J

と倹誼した旨同級告書にEI!した上， 間報舎書に署名"閉し，もって虚

偽の有印公文書を作成し，その後.これを間倹寮膏査会に量付させて行

使した.

(:2) :8!\盆鑑畢

敏告宛人困代'l'鎚軒処分(鎗疑不+分〉
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111舎宛入信久間不艦隊処分(鎗鋼置なし〉

被告宛人木村;不起酔処分(鎌畢なし〉

彼舎，老人刻菖:不Iilll!処分(.瞳なし}

3 a色宿町公文.作盛田符岨

且L主盈星皐虫重量
ア 後告発人吉図正喜は.東京地方積層~/I'が不起膨処分としたA氏に封

する政治資金規正法適反率件について.東京第五領有降審査会が「起酎

相当J の峰淡をしたことを量け，同事件の再檀査のー環として.問庁

特別檀査部所圃倹事国代政弘が. B民の取掴ペを持い，その輔.'ごつ

いて作成した前1! 2 の観室組告書のI!I院を..抽であると掴りつつ銀

査報告.に引用して1!8した上ι 同線告書に署名押印し もって虚偽

の有印公究書を作成し.その後.=れを同被療審楚会に送付して行使

した.

イ 被告発入住久間違般及び岡野軍陣博I%i 共謀のよ.東京地方後務庁

が末起既処分としたA氏に対する直治貴金規lEl愛車E事件について東

京簡玄後策‘査会が r起訴格盛』の置換をしたことを受けて湾後進を

行った結集を寧成22年6月 19自付け麹蓋旬告書に取りまとめるに当た

り，実障の作成者は佐久"であるのに. ..が，佐久間に揮てて作成

した鰻告1<・でおる旨虚偽のI!aをしたよ，同組告・に畢名押印し，

もって虚偽の有印公文書を作成し，その後.ζれを聞倹業審査会に置

付して行使した.

(2) A盆量呈

ア後告書人吉 図 !不起蹄処.>1 (雌曙なし〉

ィ 111倉発人佐久間不起訴処分 (服疑なし)

被告発人情蕗不起軒処分(織媛なし}

4 I量置重量鑑査
且) 15-量車墨旦量量

.管，老人佐久間遺書l. 同文圃‘成，同情事隆縛，閣官圏E喜及び岡木

村11: 1義1ま.共障のよ， 東京池コ~tII.庁が不起訴処分としたA正に対する

政治資金規正法違反事件について，東京11玉後..ヨ隆会帆「起隊相当J

の慣淡をしたことを量け.再檀査を行ったよ，再度末起I，l;処分とし.岡

俊察・益金に不短銃I!Itを送付するに当たり.験更f二事実に反するlIl<圃

ペ扶翼をE・Eしたa偽の担牽111告・を哩幽することによヲて，問倹..
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査会が「起訴圃決J を符う可続性を高めようと企て，前1è 2のとおり異

聞の取囲ペには存在しなかったやり取"を1211 した聞庁特別観査卸売野皿

検S薗代政弘作成!こ係る機査線告書及びこれを引用した買緬作成に係る

複査線告・を同検家.査会に量付することにより.問倹，興奮釜会審査員

に前配取圃ペの状毘等の再健査の晒巣に圃して重夫な自慢備を生じさせ，

もって.偽It l二より緩穏を妨奮したものである.

(2) .a隼呈

ι 

彼告宛人 犬 ・ ・ 不起Z再処分{調際費量なし〉

鍍告多量人 佐久咽 ' 不起軒処分〈館屋なし}

111告鍵人 . I・・不圃E処分 (嫌擢なし}

111告発人吉圏不elJ;処分 CI健康なし}

被告宛人木材不鰻臨処分【餓揮をなし〉

(I) &ft:.豊旦量量
敏告宛入国代最弘tま. 平成23年12月 15日 . 東京地方・R判所で聞かれた

A民に係る政治資金銭E法違反事件公判において目 E人として重嘗のよ

笹冨した陣.国代仰成Jミ係る閉1è 2 の鐙ヨE・g告.中 1:，平成22年.5.A 17 

日の Bl乏に対する取圃ペにおいて実匝1=は存在しなかったやり取りが配

怠されていることについて.同日の取調べ状毘1=聞するE慣とその制4

か月前における BJf勾留ゅの取田ぺ状置に闘する配置が理問した$突が

な<，かっ， BJfが自らの勾宮中の取圃ペ紋況について犯した著書が前

配領告.作成時には幽置されていなかったにもかかわらず， rこの自由

取圃ペについて， -'1'-句E録しているわけではないので， 思い出し思

い出し報告.を作成しました.勾留中に冒していることや， 保理Rl長に B

さんが著書で.いていることなどのE檀があって，それに闇適するよう

なことが5周 17固にも話題になったので，若手E偉が震聞してですね.

聾理して奮いたと思います.J 官自己の記憶に圧した虚偽の園通をし，

もって偽m:したものである.

監J\盆量皐
彼1t~老人図托不起訴処分【鍵疑不十分〉

6 æム血道

(l)章盆皇室旦墨量
敏告宛人甥a殴及び岡...憶は， 平成23匁1 月上旬， B長らの公判前
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盤理手韓き中 r::.平成22年5月 17日に東京地方検穣庁特別観董部所属樟

事園代政弘が 8，.の取圃ベを持った障に取田べの状況を隠し取りした嘩

奮轄.が弁盟側から開示され，図代作成の剛1'.2 の!I査纏告書中のE置

が問a康管E録中にはなかったζ とを司留置し.田代が.事実とは奥なる強

査報告.を作車した血偽有印公文書作成罪を犯した者であることを知り

ながら，共謀の上

① 早Jt23年 1 月上旬ころ， 図代から. 間報告書の1'.11向容が事費と異

なることについて鋭明を受けた陣，配健の軍聞によるものとの説明を

維持するよう指示するとともに，事実と異なる13111まあるが通割に過

ぎないと事実をすり嘗え， 自ら又は同館所属の検察官らを指概して複

査を行わず

② そのこる..高後策ff'鎗察官らに対し. r図代が作成 した銀釜'寝台

書には夢実と異なる内容が吉まれているが.配憾の量開店よるもので

過阻に過ぎない.元密・の公判にも野響はない.J 胃虚偽の報告をし目

よって.間庁検察官らをして，複ヨ11ま不聾と餌慣させて自ら"-，ま同庁

"- 1:ま東京地方後務庁所圃の倹察官らを指得して績査を行わ4まいように

させ

もって虚偽有印公文書作成"の犯人である図代を鳳還させたものであ

る.

cll !!I盆量星
被告鍵人

被告祭人術

甥 不起t再処分{鎗慢なし〉

a・不起訴処分(嫁蝿なし〉
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置董11告書の作成・橿幽a修業に優る関係省の人事ょの処分について

'l' ..<Q-・1) 7U風俗由・

. .・・...
関代 a 弘

82 盤盆重量a>W'

， 当時東京地llUfll・m・.)
田~4. 6. 27付け

彼処分宥は，東京地方検破If・-別後査部犠事として 政治資金規正公達

E・件の彼査に従事していたものであるがI 事ñt22年5月、 7 臼 I 間.
件の闘係宥の取圃ベ豊行ったIt. I!I取圃ペ状坦をIèI\ Lた関節.宛ての複
量鰻告書を作成する 10幽たり 実障には問自の取圃ペにおける聞圃係宥の
!I置が断片的怠同容であったにもかかわらず。 線事にもI 具体的な舞置が
あったかのような不正確な向，を匝睡したよとれを関節畢らに揖出した.

'k3 IIIIM争・由ト".圃信者

~，tI c'・ ι ."
1 鑑村修ニ

[処分時名古園高線検恵轟，当崎東京地績舗羽JlE l
1 H24. 6. 27付け

~fiI."':-勺 I 、て.東京創llll貧.lEとしての監督責任

.‘. ...... 
2 佐久楓量後

注総高野・温寄野修旬島カtlA. 溢崎東京地検特Iltl畢]
目:4. 6. 271すけ

上E写実について 東京場績格復舗長としての量管責缶

s S五島.。品 (軍軍地積特後悔副部曇〉
直E 田4.6.27付け
上2..確について}東京地III~鎗卸副劉長としての思督責任

4 圭・晶 5;"直
(処分崎東京地後公判侮副偲畢 溢時東京地検~Illl!lt.)

喧E 田4. 6. 27付け
上2..について. æ代償事をIl査よ循舞...していた者としての

量・震優


